
ヤングケアラーは、こんな子どもたちです

　出典：こども家庭庁（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/）

ヤングケアラーとは、家族の介護やその他の日常生活上の世話を行うことで、健やかな成長・
発達に必要な遊びや勉強等の時間を奪われたり、身体的・精神的な負担が重い状態になってい
る子どものことをいいます。

ヤングケアラー特設サイト（こども家庭庁）▲

ヤングケアラーは、家庭内のことで問題が表に出にくく、本人や家族に自覚がない場合もあります。気にな
るお子さんがいましたら、お気軽にご相談ください。子ども自身からの相談も受け付けています。

ヤングケアラーかなと思ったら

健康増進課　こども相談係☎０２９－８８５－１８８９
児童相談所相談専用ダイヤル☎０１２０－１８９－７８３
２４時間子供ＳＯＳダイヤル☎０１２０－０－７８３１０
子どもの人権１１０番☎０１２０－００７－１１０
福祉介護課　社会福祉係☎０２９－８８５－０３４０
福祉介護課　障害福祉係☎０２９－８８５－０３４０
美浦村地域包括支援センター☎０２９－８８５－０３４０
美浦村教育相談センター☎０２９－８８５－７７８８

相 談 内 容
子ども・子育てやヤングケアラー等の相談
子どもの福祉に関する相談
子どものＳＯＳ全般
人権問題に関する相談
生活にお困りの方の相談
障がい福祉サービス等の相談
高齢者・介護に関する相談
学校教育相談全般、就学・進学に関する相談

相 談 窓 口

■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

ヤングケアラーについて
平和の尊さ
　ともに考えましょう

《広島市平和記念式典派遣》
◇日程　８月５日～７日
※小学生・保護者等を派遣
《非核平和パネル展》
◇期間　８月１日（土）～１４日（金）
◇場所　美浦村中央公民館ロビー
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